
 

５月２４日（日）まで、臨時休業 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本町小・中学校は、５月２４日（日）まで臨

時休業の措置となっています。しかし、５月１４日（木）に、本県が「緊急事態宣言」の対象地域

から除外されたことを受けて、本町小・中学校は５月１８日（月）から５月２２日（金）まで毎日

登校日になりました。５月２５日（月）から学校を再開できることを願っているところです。 

本県のホームページには、次のようなメッセージが見られます。今後においては新型コロナウイ

ルスとの「共生」が課題となっています。 

新型コロナウイルス感染症 

緊急事態宣言の解除＝ 安 全 宣 言 
 

第２波や第３波に備えて 

「新しい生活様式」の実践へ！ 
 
 

 文部科学省からは、「緊急事態措置の対象から外れた地域も含め、学校における感染拡大のリスク

がなくなるものではなく、引き続き万全の感染症対策を講じていただく必要がありますが、同時に

社会全体が、長期間にわたり、この新型コロナウイルス感染症とともに生きていかなければならな

いという認識に立ち、子供たちの健やかな学びを保障することの両立を図っていくことが重要」で

あると、基本的な考え方と方向性が示されています。 

本来、学校は、児童相互や児童と教師の関係等、「密接」な対人関係が当たり前ですが、今後は新

型コロナウイルス感染症との「共生」を前提とした教育活動の展開が求められます。学校再開後に

は、これまでの臨時休業に伴う学習の遅れを回復し、補習を充実する必要があります。また、今後

も臨時休業の措置となる可能性も否定できないので、学校行事等を含めて、本年度の教育計画を大

幅に見直す必要があります。 

○ 家庭と連携した毎朝の検温及び風邪症状の確認 

○ 手洗いや咳エチケットの徹底 

○ ３つの「密」の回避の徹底 

を継続しながら、教育委員会と連携して「学びの保障」に努めていきたいと考えています。 
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「正門階段」は 

“地区総がかり”で築いた階段です 
 

通常、各学校には永年保存の古い資料が残っています。しかし、

本校は明治３２年２月２８日に焼失していますので、それ以前の

記録は全て失われています。本校の歴史を伝える資料としては、

昭和４年に第９代校長甲斐嘉太郎氏が高齢者や当時の児童に尋ね

て把握した「沿革資料綴り」や、昭和２０年以降の学校日誌など

が残っているだけです。本校の正門階段については、昭和７年改

の「沿革資料綴（押方尋常・高等小学校）」に、次のように記されています。 

長らく落着を見ざりし学校正門道路更正に関する件 昭和８年１２月１６日 奈須千代光氏再

実地測量に依り設計書を調製し町役場と折衝の結果 出夫工事は区民負担、石工工事のみ請負とす

ることなり 昭和９年３月末日飲料水工事と合して着工 同じく押方権一郎氏の指揮によりて工

を進めたり その間に費せし出夫は飲料水工事と合して１戸２人 出夫総数約５００人 ついに

５月７日を以て全く其の工を竣へたり 

（※原文は漢字片仮名交じり文です。旧漢字は新漢字に、漢数字はアラビア数字に改めています。） 

正門道路は、昭和９年３月末から同年５月７日までの期間、町役場請負の石工２人と、地区全戸

から２名ずつの協力をいただいて竣工したことが分かります。なお、文中の「飲料水工事」に関し

ては、学校東側の水源地から引いていた飲料水が枯渇や汚濁の問題があったため、良質な飲料水を

確保するために片内地区と交渉を行い、同時期に工事が行われたとの記述が残っています。 

平成２０年２月、正門階段の中央に手すりが設置されました。しかし、現在は正門階段を登下校

で利用することはなくなりました。コンクリートで補修された箇所の傷みも目立つようになってい

ます。今から８７年前に地区住民総がかりで作業されていた光景やその時の思いを想像しながら時

の流れを感じているところです。 

 今後の学校便り「おしかた」を通じて、本校の歴史を掲載していきたいと考えております。また、

本校の沿革に関する貴重な資料がありましたら是非情報提供をお願いいたします。 

 

６月の行事予定 

９日（火） 
１０日（水） 
１８日（木） 
２３日（火） 
２９日（月） 

水泳学習開始 
避難訓練（不審者対応） ＰＴＡ挨拶運動（５年） 
クラブ活動（わら細工：わらぞうり作りに挑戦） 
田植え（予定） 
参観日 学校保健委員会（救急法講習会） 

※ 月行事予定は、あくまでも“予定”です。新型コロナウイルス感染症等の状況によっては変

更の可能性があります。あらかじめご了承ください。 


